
資料２ 

第２次答申に向けて 
引き続き審議が必要な事項 

平成３０年３月２２日 第３回京都市住宅審議会 資料 



  
  

平成２９年度 京都市住宅審議会における主な御意見・論点 

公営住宅の今後の適正な供給等について 

○ 公営住宅については，市中心部の供給が少なく，郊外部に立地が偏在し 
 ていることに対しては，何らかの対策が必要ではないか。 
 

○ 旧耐震基準の公営住宅については，耐震化するのではなく，都市計画， 
 まち全体を考えるという視点で計画し直すという考え方もあるのではな 
 いか。 
 

○ 公募しても応募がないような需要が低い公営住宅を将来的に維持してい 
 くのは難しいため，立地面等から総合的に判断する必要があるのではない 
 か。そうした団地に投資していた費用を別に回す方法もあるのではないか。 
 

○ 公営住宅も量の確保から質の確保へと転換しなければ，量を確保して 
 も空きがでてしまう。 
 
 

 １ 

○ 公営住宅の立地の偏在化や老朽化に対して，今後どのように 
 対応していくべきであるか，検討が必要 
○ 公営住宅の住戸を供給するに当たっての質の確保のあり方 

次年度の審議会において，引き続き審議が必要 



  
 
 
 
 

   

平成２９年度 京都市住宅審議会における主な御意見・論点 

住宅確保要配慮者に対する居住支援（福祉部局と住宅部局の連携） 

 
○ 賃貸人の入居拒否感が低減されないことが，最終的に制度が普及しない最 
 も大きな阻害要因となる可能性が高いため，住宅部局と福祉部局がしっかり 
 と連携しながら，住宅確保要配慮者に対する居住支援を進める必要がある。 
 
 

○ 福祉的なサポートを受けやすいと思われる住宅確保要配慮者から，徐々 
 に居住支援を広げていくということも考えられるのではないか。 
 

 

 ２ 

○ 行政内の住宅部局と福祉部局の更なる情報共有・連携強化が 
 必要 
○ 民間賃貸住宅における住宅確保要配慮者の入居促進に向けて 
 は，住まいと福祉サービスを一体的に提供するなどの，大家の 
 入居拒否感の低減が必要。 

次年度の審議会において，引き続き審議が必要 



地域の包括的な支援・サービス提供体制の構築（地域包括ケアシステム） 

 ３ 
厚生労働省ホームページより抜粋 



  
 
 
 
 

   

平成２９年度 京都市住宅審議会における主な御意見・論点 

住宅確保要配慮者に対する居住支援について（居住支援協議会） 

○ 住宅セーフティネット制度は， 
 ・ 居住支援協議会において，不動産事業者と行政，市民，福祉関係者等 
  が協議しながら，保証の仕組みや社会システム自体を考えていくことや， 
 ・ 住宅確保要配慮者専用住宅に対するリフォーム費助成や，家賃・家賃 
  債務保証料助成 
 
 をリンクさせるということがベースとなっているが，京都市に限らず， 
 居住支援協議会の活動は過渡期であることから，協議会の取組を進化させ 
 ていくための検討が必要ではないか。 

 ４ 

○ 居住支援協議会の取組を更に進化させるための検討の必要性 
○ 住宅確保要配慮者の属性に応じた居住支援のあり方 

次年度の審議会において，引き続き審議が必要 



  
 
 
 
 

   

京都市居住支援協議会における高齢者に対する見守りサービス支援 

住宅確保要配慮者に対する居住支援事例 

 ５ 

京都市居住支援協議会では，平成２８年度から，家主の不安を低減させるた
めに高齢者の見守り支援として，民間企業が提供するサービスの情報提供を
開始している。 
 

＜サービス内容＞ 
 １ 電話による週２回の安否確認（自動音声）と，確認結果の指定連絡先（最大５ 
  名）へのメール 
 ２ 孤独死等の際の原状回復，遺品整理，葬儀の実施の費用補償（最大１００万円） 

 

※利用状況（平成３０年３月１日時点） 
 ・取扱店（すこやか賃貸住宅協力店）：２１件 
 ・サービス利用件数：６件 



  
 
 
 
 

   

国における家賃債務保証会社登録制度 

住宅確保要配慮者に対する居住支援事例 

 ６ 

国土交通省では，改正住宅セーフティネット法の施行にあわせて，一定の要
件を満たす家賃債務保証業者を登録する制度を創設し，登録が進められてい
る。 
 

 ＜登録のメリット＞ 
  ○ 適正に家賃債務保証の業務を行うことができる者として，国が情報提 
   供を行う。 
 
  ○ 住宅確保要配慮者の入居を拒まない登録住宅に，住宅確保要配慮者が 
   入居する場合は，住宅金融支援機構による家賃債務保証保険の引き受け 
   の対象となる。 
 
  ○ 住宅確保要配慮者向けの専用住宅として，低額所得者が入居する場合 
   に実施可能な家賃債務保証料の助成対象となる。 
 
 ＜登録状況＞（平成３０年３月時点）  
   計４０業者（うち京都市を営業地域としている業者：２２業者） 
 



  
 
 
 
 

   

東京都特別区内における家賃債務保証料の助成 

住宅確保要配慮者に対する居住支援事例 

東京都特別区内では，高齢者世帯，ひとり親世帯，障害者世帯などを対象に，
民間賃貸住宅への居住支援として，家賃債務保証料の助成制度を設けている
ところがある。 
 

 ＜居住支援協議会を窓口として行政が助成＞ 
  杉並区 
 

 ＜行政の住宅部局が窓口となり助成＞  
  千代田区，中央区，新宿区 など 
 

 ＜行政の福祉部局が窓口となり助成＞ 
  文京区，品川区，荒川区 など 
 
 ※主な要件 
  ・ 世帯の所得が一定基準額以下であること。 
  ・ 緊急連絡先（親族，知人，友人等）があること。 
  ・ 生活保護等の公的給付を受けていないこと。 など 

 ７ 


